
 

 

 

 

 
 

□ 職場内のパワハラ・セクハラについて正しい対処法や防止策を整備したい 

□ 解雇が違法・無効となるポイントを知りたい 

□ パワハラ・セクハラ・解雇に関する裁判でよくある問題点を知りたい 

□ 過重労働問題について具体的な防止策・対応策を知りたい 

「パワーハラスメント・セクシャルハラスメント」 「解雇」 「過重労働」 などの労働問題は、日々メディアでも数多く

取り上げられ、労働者の問題意識が一層高まっています。企業はこれらの諸問題について、リスクを適切に把握

し、防止策・対応策を用意する必要があります。 

今回のセミナーでは、弁護士と社会保険労務士それぞれの立場から、会社が知っておきたい各種、労働問題の

防止策・対応策や労働紛争に関する近年の裁判例の動向を一から分かりやすく解説します。 

【セミナー内容】 

１．注意！会社が訴えられるパワハラ・セクハラ行為   

２．その解雇で大丈夫？解雇が違法、無効となってしまうケース 
▶ 裁判例を元に紛争に発展しやすい問題点と、 
企業に求められる防止策・対応策を実務の観点から分かりやすく解説 

３．しっかりリスクマネジメント！最新の過重労働問題   
▶ 法令や行政の取り組みから現場での解決策を提案 

日 時 ６月２６日（火） １４：００～１６：３０    定員 ３０名（先着順） 

会 場 ＴＯＭＡグループセミナールーム＜東京駅八重洲北口改札より徒歩２分＞千代田区丸の内 1-8-3 

参加費 ５,０００円 税込 当日現金 ＜月次顧問・Ｔクラブ・Ｔパートナーズは半額＞  

講 師 ＴＯＭＡ社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 渡邉哲史 / ＴＯＭＡ弁護士法人 弁護士 安藤雄起 

主催： ＴＯＭＡコンサルタンツグループ（株） ＴＯＭＡ社会保険労務士法人 ＴＯＭＡ弁護士法人 
東京都千代田区丸の内 1-8-3 丸の内トラストタワー本館 3 階 
TEL: 03-6266-2561(9時～18時)  Mail : toma@toma.co.jp 企画広報部 
ホームページからのお申込 http://toma.co.jp 

税理士 24名・国税局OB税理士 9名・公認会計士 5名 

社会保険労務士 15名・中小企業診断士 5名・弁護士 2名 

司法書士 5名・行政書士 10名他 総人数 200名 

■セミナー申込書  この用紙のまま FAXでご返信ください。 ※お申し込み受付け後、受講票地図を親展で郵送します。 

貴社名：                                 ご参加者名：                      お役職：                

ご住所：〒                                                              業種 従業員数       名 

ＴＥＬ：                           ＦＡＸ（必ず記入）：                                    決算月         月 

ﾒｰﾙ： 個別相談の希望  無 ・ 有 (                 について) 

※主催と同業、および労働組合ユニオンの方、個人の方のご参加はお断りします。      
※ご提供頂いた個人情報は、弊社からの連絡・情報提供に利用することがあります。 

FAX返信先 

 0120-944-734 

社内の労務問題をスッキリ解決！ 

労働問題と対応策セミナー 

経営者・人事担当管理職・実務担当者 対象 【初級・中級向け】 

 

 

下記に該当する方は是非ご参加ください！ 

弁護士 ＆ 

社会保険労務士が 

分かりやすく解説  最新 

参加者特典 

セミナー当日、就業規則を  

ご持参の方には、後日 

無料診断レポートを作成 

いたします！ 

回 覧 
※社長様・関係部署へご回覧下さい。 

       

 

HP 


